
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

今回の年金記録問題につきまして、心よりお詫び申し上げます。 

徹底した対応を行い、昔からのこの問題を一掃します。 
 

最後のお一人まで正しく年金をお支払いできるよう 

着実に対策を進めています。 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

年金記録問題への対策 

２００７年７月 

 

① 基礎年金番号に未統合の記録の名寄せを急ぎます。 
 

約５，０００万件の基礎年金番号に結びついていない記録の名寄せを 
今年度中を目途に完了します。 
 名寄せの結果を踏まえて、皆さまに加入履歴をお送りします。 

 

② コンピュータの記録と台帳との突合せを計画的に進めます。 
 

元の台帳などから正確に転記されているかどうかを突き合わせて確認し、 
進捗状況を半年毎に公表します。 

 

① すべての皆さまに加入履歴をお送りします（ねんきん特別便）。 
 

社会保険庁からすべての皆さまに、次の時期を目途に、順次、加入履歴をお送りします。 
○ 既に年金を受け取られている方には、平成 19 年 12 月から 20 年 5 月まで 
○ 今後年金を受け取る予定の方には、平成 19 年 12 月から 20 年 10 月まで 

 社会保険庁からお送りした加入履歴と、皆さまの記録や記憶が異なる場合には、社会保 
険事務所にご相談ください。 

 

② 相談体制を拡充しています。 【２面をご覧ください。】 
 

年金記録照会専用のフリーダイヤル「ねんきんあんしんダイヤル」を開設しています。 
０１２０－６５７８３０（２４時間、土日・祝日も対応） 

 

① 第三者委員会がご本人の立場に立って公正に判断し、年金額に反映させます。 
 【３面をご覧ください。】 

年金記録や確かな納付の記録のない方々のために、総務省に「年金記録確認第三者委員会」を設置し、全都道府県 
（５０ヶ所）で「地方第三者委員会」が発足しました。 

 

② 時効で消滅した年金額を回復します。 【３面をご覧ください。】 
 

「年金時効特例法」が成立し、５年の時効が撤廃されましたので、記録の訂正による年金の増額分については、それ以前
の消滅した分を含めて、全額お支払いします。 

１． 皆さまお一人お一人に年金記録をお届けします。

２．社会保険庁で皆さまの記録をもう一度確認します。

○ 未統合の記録 約 5,000 万件の中で、皆さ
まの基礎年金番号の記録と「名前」、「生年
月日」、「性別」などの一部が異なるものを
コンピュータ処理で選び出します。 

基礎年金番号に 
未統合の年金記録 

 
木村 花子（旧姓）

女性 

昭和 30 年 

１月１日生

基礎年金番号の 
年金記録 

 
山田 花子 

女性 

昭和 30 年 

１月１日生 

名寄せ

３．確実に年金をお支払いするために制度を設けました。

 

◎以上のような直面する問題への対応と同時に、年金記録管理の在り方を抜本的に見直し、平成２３年度中を

目途に、年金手帳、健康保険証、更には介護保険証の役割を果たす「社会保障カード（仮称）」を導入します。 

「ねんきん特別便」のイメージ 

基礎年金番号の記録への名寄せについて 

東京都港区六本木○－○

108

40

資格取得
年月日

資格喪失
年月日

加入月数制度

国年

厚年

基礎年金番号

１２３－４５６

現在までに加
入の事業所
名称、加入年
金制度等

国民年金

東京株式会社

札幌事業所

平成３．４．１

平成１２．４．１

○○ ひろみ 様

平成１２．４．１

平成１５．８．１

国年 国民年金 平成１５．８．１

昭和○年○月○日

平成○年○月○日現在の
年金加入記録です

生年月日

空欄 ○○

東京都港区六本木○－○

108

40

資格取得
年月日

資格喪失
年月日

加入月数制度

国年

厚年

基礎年金番号

１２３－４５６

現在までに加
入の事業所
名称、加入年
金制度等

国民年金

東京株式会社

札幌事業所

平成３．４．１

平成１２．４．１

○○ ひろみ 様

平成１２．４．１

平成１５．８．１

国年 国民年金 平成１５．８．１

昭和○年○月○日

平成○年○月○日現在の
年金加入記録です

生年月日

空欄 ○○



  
皆さまからのお問い合わせにご迷惑をおかけしないよう、相談体制を拡充しています。 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

インターネットもご利用できます。 

■ 年金記録照会専用のフリーダイヤル「ねんきんあんしんダイヤル」を開設 
しています。    

 

     ０１２０－６５７８３０    （（２２４４時時間間、、土土日日・・祝祝日日もも対対応応））  
 

お電話では、原則として、皆様の基礎年金番号や生年月日をお尋ねし、後

日、回答票を郵送させていただいています。 

■ 全国の社会保険事務所（３０９ヶ所）や年金相談センター（５５ヶ所）で受け付けています。 
 

月～金曜日     午前８時３０分から午後７時まで 

土 ・日曜日・祝日 午前９時３０分から午後４時まで （一部の年金相談センターは、土・日曜・祝日は開庁できません。） 
 

■ 市区町村役場で、年金記録について即答可能な社会保険事務

所による出張相談を実施しています。出張相談には、商工会議所

や商工会にもご協力いただいています。 
（出張相談の時期などについては社会保険庁のホームページをご覧ください。） 

 

■ 全ての市区町村で年金相談窓口を設けています。 
また、日本経団連を通じてご協力いただける企業や商工会議所

でも、順次、年金相談窓口を設けていただいています。 
 

■ ご用意いただきたいもの 
年金証書、振込通知書、年金手帳や健康保険証など、ご本人と

確認できるものをお持ちください。 

なお、ご本人の委任状があればご家族の方でもご利用できます。 

社会保険庁ホームページで 
混雑状況の情報を提供しています。 

（http://www.sia.go.jp/） 

 
 
 
 
 
 
 
 
社会保険事務所等の所在地・電話番号もご案内しています。 

社会保険事務所などの窓口は、土・日、祝日も対応しています。 

まずは、お電話下さい。 

 ■ ご用意いただきたいもの 

    ご自身の基礎年金番号（年金手帳に記載されております。）に加え、職歴、過去の年金手帳などをお持ちの方

は、その番号などのメモをお手元にご用意いただくと、年金記録の確認が一層スムーズとなります。 
   

（※ 社会保険庁職員を装って手数料を請求する不審な電話には十分御注意ください。） 

 

お送りする「回答票」例 

 

フリーダイヤル 

へ電話 

0120-657830 
 

氏名、基礎年金番号 

生年月日などを 

お知らせください。 

 

郵送された 

回答票で 

加入履歴を確認 
 

お手元に届くまでに 

３～４週間程度いただく

場合があります。 

 

回答票の内容に 

疑問がある場合は、 

①社会保険事務所などの

窓口か、 

②「ねんきんダイヤル」へ 

0570-05-1165 
（８時３０分～２２時、 

土日・祝日も対応） 

国民年金や厚生年金の現役加入者の方
は、社会保険庁ホームページから、ユーザ
ーＩＤ・パスワードをお取りいただければ、
同ホームページでいつでもご自身の年金加
入記録をご覧いただけます。 
現在、４週間程度となっているユーザー
ＩＤ・パスワードの発行に要する期間を、
２週間程度に短縮します。 
 

社会保険庁ホームページアドレス 
http://www.sia.go.jp/ 

ここを 

クリックしてください。 




